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はじめに 

戸塚駅西口第３地区は昭和 37 年の土地区画整理事業の都市計画決定以来、未着手地域

のまま約 50 年が経過し、土地の有効活用が図れないことやインフラの整備に着手できな

いなどの問題が顕在化してきました。そこで、都市基盤の整備状況を踏まえて、土地区画

整理事業施行区域を見直し、地区計画を活用したまちづくりに整備手法を転換し、平成21
年3月25日土地区画整理事業施行区域の変更及び地区計画の決定を行っています。 
一方で、隣接する第１地区においては、戸塚駅西口第一地区市街地再開発事業により、

再開発ビル（トツカーナ）の完成や、戸塚区役所の再開発区域の移転が進められています。

その結果、第３地区における人の流れや通行量が変化し、第３地区の賑わいが失われるこ

とへの懸念が深まっています。また、第３地区のにぎわいの喪失は、戸塚駅西口地区全体

の発展にもマイナス要素となります。このような状況を踏まえ、第３地区内の市有地を有

効に活用することによって、人の流れを確保し、まちの再活性化を図っていくことが望ま

れています。 
当検討会議は戸塚駅西口第３地区内の市有地を全市的な市有地の有効活用という視点に

加え、現在の商店街の魅力を最大限に活かしつつ、親しみとにぎわいのある界隈を創出す

る活用方策を検討するための場として、本地区内の地域住民の代表者を中心とし設置され

ました。 
このたび意見を取りまとめましたので、次のとおり提言します。 

 
 
 
 

平成25年３月８日 
横浜市戸塚駅西口第３地区市有地活用検討会議 
委員長 山路 清貴 
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１ 市有地活用に対する考え方 

○ 第３地区内全ての市有地が地域の賑わい・活性化に寄与すべく活用すること。 
○ そのために、活用にあたっては、次の考え方に留意すること。 

（１） 若者・子育て世代を呼び込む機能を重視すること。 

・ 「横浜南部郊外における若者・子育て文化」を発信する起爆剤としての場と

なる。 
・ 施設に子育て世代が利用しやすい機能（ベビーカー置き場、等）を充実する。 

（２） 両敷地に商業機能と公共公益機能の最適導入を図ること。 

・ 公共公益機能を有する施設は、商業施設と関連づいて活性化を助長すること

が好ましい。 
・ 公共公益機能を有する施設は、地域活性化を阻害してはならない。 

（３） 低層部接地階は路面型の店舗形式を踏襲すること。 

・ 道に面して利用者サービス機能が連続的に面することで、道そのものに賑わ

いを生む。 
・ オープンスペースと店舗の組み合わせで、効果的に街なかの拠点的賑わい空

間をつくり出す。 

（４） 施設内利用者の多様な交流・コミュニティ形成を生み出すこと。 

・ 施設はそれぞれ、文化的・創造的刺激に満ちた空間でありたい。それは、例

えば、施設利用者同士や道行く人との間に活気あるコミュニケーションを生み

出すものである。 

（５） 施設内における取組を地区全体の活性化へと波及させること。 

・ 空間的には、まち全体の回遊性を助長する動線を確保し、その動線に沿って、

休憩しながら語り合い、情報を得、楽しめる空間が連続的に存在する配置計画

を立案する。例えばそれは、歩行者動線が敷地内を自由に貫き、敷地全体が都

市内の小広場として機能するイメージである。 
・ 加えて、施設と第一地区のバスセンター２F デッキとの接続や、高架道路歩

道との接続などにより、西口地区全体の活性化の促進につながることが望まし

い。 
・ 運営的には、このまちの活性化を願う人々がつながり、常に新鮮で刺激的な

アイデアを発信し続ける仕組みを内包することによって実現する。 
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２ 導入を期待する具体的施設イメージ 

○ 旧バスセンターと旧バスセンター横敷地は一体的に活用すること。 
 さらに周辺の敷地についても一体的に整備が進められれば好ましいが、そのこと

を市有地活用の前提とはしない。 
○ 導入施設は固定的に捉えるべきものではなく、新たな時代とともに新陳代謝を可能

とするものであること。 
○ したがって、以下に掲げる施設はあくまでも例示であり、現時点においても他にニ

ーズのある施設は存在すると考えられること。 
 

（１） 旧バスセンター及び旧バスセンター横敷地 

○ 若者を対象とした店舗を中心に施設導入を進めること。 
【導入施設の例示】（若者を対象とした店舗） 
・ 電器店、若者向けファッション販売店、オープンカフェ、ＩＴ関係商業

施設、映画館（シネマコンプレックス）、複数のミニシアター、映像関連ス

タジオ、飲食店、ダンススタジオ、ショッピングモールなど 

（２） 暫定駐輪場敷地 

○ 子育て世代を対象とした施設を中心に施設導入を進めること。 
【導入施設の例示】（子育て世代を対象としたもの） 
・ 親子カフェ、託児所、保育所、育児相談、学童保育、 
親と子の遊びの広場、地域コミュニティ支援施設、 
ボランティア組織活動支援施設、社会復帰拠点、 
職業教育・支援施設、オープンスペース、など 

（３） 行政から要望のあった公共施設 

○ 必要な行政要望施設（消防小屋、自転車駐輪場、戸塚駅西口交番）は西口全

体を考え、最適な場所に配置すること。 
・ 来街者のための一時的な利用のための駐輪場は当該敷地への設置も効果

的であると考えるが、その場合でも地下機械式などの採用により、施設主

用途への影響を最小限にする工夫が求められる。さらに、通勤通学等に係

る長時間駐輪が発生しない工夫が必要である。 
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３ 今後の検討に向けて 

○ 本検討会議としては、対象敷地活用についての方向性について前述の通り提言する

ものであるが、横浜市による事業化に向けての次の段階において、次に掲げる内容を

踏まえてさらに具体的な検討を行い、本提言の意志を引き継いで頂くとともに、提言

内容に沿った形で市有地の活用が行われることが担保される仕組みを講じて頂きたい。 
 

（１） 本提言を実現する上で最も好ましい事業化の仕組みを検討すること。 

・ 市は事業化の仕組みに関してあらゆる可能性を否定せずに検討し、本検討会

議の提言に合致する最善の事業手法を選択していただきたい。 
・ 横浜市市街地環境設計制度等の仕組みを最大限に活用するなど、行政として

可能な制度等を駆使して事業を制御していただきたい。 

（２） 「戸塚らしさ」のあるまちづくりの具体化をさらに検討すること。 

・ 本検討会議において「戸塚らしさ」を醸し出す施設のあり方が提起されたも

のの、その具体的イメージの合意は形成されていない。 
・ 戸塚駅周辺地区において、これまでも様々に検討されてきた「戸塚らしさ」

について総括するとともに、それを踏まえてこれからのまちづくりの視点も入

れた、『新しい戸塚』の具体的なイメージ獲得のための検討を行っていただきた

い。 
 

（３） 地域住民、立地企業、横浜市それぞれに主体性を発揮する施設運営体制を 

継続的に維持すること。 
 
・ 施設運営についての知恵を発揮する人材が登用され、それがなされ続ける仕

組みを、検討段階から施設運営段階に至るまで継続的に内包することが大切で

あると考える。 
・ その仕組みの中で、そうした役割を発揮する人材としては、次の通りである。 

① このまちに楽しみを与えることができる経営者 
② このまちを知り、愛し、誇りに思い、事業にかかわる様々な人たちと共

同してやっていける人 
・ そして、公共性を発揮する施設運営を可能とする上で、横浜市の継続的な関

与は不可欠であると考える。 
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１ 委員名簿・検討経緯 

 

（１） 委員名簿                   （氏名の５０音順） 

 氏名 職・分野 備考 

地

元

代

表 

沖田 保 協同組合戸塚旭町通商店会代表  

田島 榮二郎 旭町西口町内会代表  

田島 直人 戸塚西口商店会代表  

手塚 康夫 戸塚宿ほのぼの商和会代表  

中嶋 敬介 戸塚町二丁目町内会代表  

西村 邦夫 ＮＰＯ法人旭町自治会代表  

有

識

者 

石川 惠美子 弁護士  

鹿倉 勝巳 商業コンサルタント  

山路 清貴 まちづくり 委員長 

 
 
（２） 検討経緯 

回 日程 議題 

第１回 平成24年４月26日 
検討趣旨、地区の概況説明、 
スケジュールの説明、意見募集案の説明 

第２回 平成24年７月11日 
募集意見結果の報告と意見交換、 
簡易な意見集約 

第３回 平成24年９月12日 
導入機能案（複数案）の意見交換、 
企業アンケート実施の確認 

第４回 平成24年12月13日 
企業アンケート等の結果報告と意見交換、 
提言書素案の意見交換、 
委員へのアンケート実施の合意 

第５回 平成25年２月13日 
横浜市への提言書（案）作成に向けた 
合意形成 
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２ 対象敷地概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

面 積 約1,420㎡ 

用途地域 商業(600%／80%) 

高度地区 第７種高度 

② 

面積 約280㎡ 

用途地域 商業(600%／80%) 

高度地区 第７種高度 

③ 

面積 約840㎡ 

用途地域 近隣商業(400%／80%) 

高度地区 第４種高度 

 

戸塚地区センター 

位置図 

①旧バスセンター ②旧バスセンター横 ③暫定駐輪場 
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３ 提言書(案)作成に向けたアンケート委員回答 

 

【委員Ａ】 

・ 本検討会での提言が活かされた施設となるためには、具体的な譲渡条件等が確定される段階に

意志が引き継がれなければならない。 

・ 特に、施設運営についての知恵を発揮する人材が登用され、それがなされ続ける仕組みを内包

することが大切であると考える。そうした役割を発揮する人材は、このまちを知り、愛し、誇り

に思っている人でなければならない。 

 

【委員Ｂ】 

・ 全て、民間に「売却しておしまい」では行政として無責任です。行政として、市有地を活用し

て、第３地区を活性化するために、何をするかを明確にしてほしい。 

・ 第３地区の市有地を単独で考えているだけでは、十分な活性化効果を発揮することはできない。

バスセンター2Fデッキと新施設との連携（長後街道交差点の高架処理も含める）、高架道路の歩

道の第３地区への延伸、その他地区内道路の整備等によって、第３地区全体の回遊性と利便性を

高める施策が必要です。→行政の責任です。 

・ 先端的な「まち」にする機会は今回を置いてない。それ故、今回の施設に、温暖化防止対策、

環境対策、省エネルギー対策等の機能も導入するべきです。 

（１） 設置したい施設 

① ソーラーパネル、蓄電池、燃料電池等の電力源を確保、LED化による消費エネルギーの

削減 

② 植栽の工夫、プランター、緑の壁、噴霧装置等の温暖化防止施設を設置 

（２） 施設効果 

     この結果、新たな施設による消費エネルギーの削減を図り、地球温暖化防止に貢献するこ

とができ、結果的にスマートシティを実証できる。 

 

【委員Ｃ】 

・ 地元の商店街は、二つの大学の大学生にこの地区に来てもらいたいのかを再度はっきり意見統

一をはかるべき。 

・ もしもそうなら、行政ぬきで、二つの大学の大学生と地元の商店街は、彼らが何をここに望む

か、直接意見を交換し商店街の方向性を主体的に定めるべきである。 

 

【委員Ｄ】 

・ 西口交番は現在の場所から遠くへ離れない駅の改札口の側の方が利用者にとって便利だと思う。

設置費用は何方にしても掛るもの。消防小屋は3319の高架下に防災の備蓄倉庫両方備える最適

の場所が有るので検討をお願いしたい。 

 

【委員Ｅ】 

・ 戸塚は昔から戸塚宿としての歴史があり、商業のまちとして栄えてきました。しかし、駅前再

開発が行われましたがよい結果が出ていないのが現状です。 

・ 商業のまちとして栄えていく為にも、もっと若い人達が集まるような施設をつくり（近隣に大

学もあり）、その若い人達と子育て世代の人達、年配の人達と様々な年代との新たな交流が生ま

れてきて活性化へと繋がることを期待する。民間ディベロッパーの利用も考慮すべきである。 
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【委員Ｆ】 

（１） 宿場町のイメージとまちの活性化 

戸塚は、江戸時代に、東海道の宿場町として栄え、規模的には、本陣２軒、脇本陣３軒、

旅籠76軒を数えるほどの規模を誇っていた。 

大名や、町民、文化人の往来も多く、必然的に、徳川家や大名家とのゆかりも深い。参勤

交代中の大名がこの地で没し、近在の寺院に埋葬され、供養された孤児なども残る。当時は

宿場の旦那衆などを中心に、俳句や絵画など文化活動も盛んであった。 

しかし、その後、時代の変遷とともに、戸塚は変容を遂げ、まちの規模も大きく変化した。 

特に、戦後は、工場の進出や、東京・横浜のベッドタウンとしての人口増加により、戸塚

駅の周辺だけでなく、戸塚全体が多く発展を遂げた。 

一方で、宿場町としての面影や文化は失われ、文化財としての史跡や歴史的な建物も現存

するものは限られている、というのが実態である。 

そのような現状を踏まえると、戸塚にとっての宿場町のイメージは、宿場町由来のハード

的な遺産ではなく、ソフト面での特徴が中心になるのではないかと思われる。 

即ち、 ア 多くの人が集い、行き交う場所 

イ 多種多様な人々（外国人も含む）が、共生、共存できる場所 

ウ 様々な、生き方や、趣味や、文化が、楽しめる場所 

これらの要素は、検討会議で、多くの委員から提起された、まちの活性化に必要な要素と

重なりあっていると思われるものであり、これらの要素を取り込むことが、戸塚の活性化に

役立つのではないか。 

 

（２） 回遊性を確保し、賑わいを創出する施設のイメージ 

戸塚区の将来を考えた時に、既存の市街地を中心に再生が進む戸塚駅周辺と、マンション

中心に開発が進む東戸塚とが、車の両輪となって、戸塚区の発展を牽引して行く姿が望まし

い。 

戸塚駅周辺では、永年に亘って、戸塚西口地区が市街地の中心として発展してきたが、第

一地区に大型施設が建設されたことによって、隣接する第三地区との分断が生じている。 

この状況を解決するためには、第一地区と第三地区以南の地域を、再度、有機的に結び付

けることが重要であるが、その１つの手段が回遊性確保による西口全体の賑わいの創出では

ないか。 

戸塚駅西口の回遊性を考える場合の拠点となる施設は、 

ア 戸塚駅（ＪＲ／市営地下鉄）、 

イ トツカーナ（第一地区）、 

ウ 新区役所（第一地区）、 

エ バスセンター（第一地区）、 

オ 商業施設サクラス（国道沿い）、  

カ 戸塚地区センター（公会堂、図書館－第三地区隣接）、 

キ 柏尾川散策路（第三地区隣接）、 

ク 戸塚郵便局（国道沿い）、 

ケ 男女共同参画センター（柏尾川隣接）、 

コ 共立病院（第三地区）、 

サ 日立製作所・戸塚事務所（第三地区南方面）、 等が考えられる。 

つまり、交通施設、公共施設、自然環境、病院、商業施設、民間事業所等の人が集まる場

所を動線として、どう結び付けていくかということである。 

まず、真っ先に考えなくてはならないのは、施設間をつなぐ道路や歩道である。 

次に、人々が、施設間を回遊した場合に、一休みでき、会話を楽しめ、気ままに時を過ご

したりできる空間、即ち、人々が滞留できる空間をどう作り出すかということである。 

戸塚駅西口には、第一地区に、橋上デッキやトツカーナ内の施設空間はあるものの、回遊

性を促進するための空間という点では、不十分である。 

第３地区の市有地の活用にあたっては、人々が滞留できる空間を含め、回遊性を考慮した
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施設の検討が望ましい。 

 

（３） 回遊性を考えた場合に基点と考えられる市有地 

回遊性を考えた場合に、上記の各施設間を結び付ける中心的な場所に位置し、商業地とし

ての賑わい創出に最も適した場所は石黒前の市有地と考えられる。 

 

（４） 石黒前市有地の施設イメージ 

石黒前市有地は、土地面積の制約から、大型の施設の導入が難しいので、施設の規模とし

ては、小規模なものにならざるを得ない。 

施設のイメージとしては、回遊性の基点として、施設内に空間スペースやオープンエア方

式の空間スペースを設け、１～２階にカフェ等の飲食や物販店舗、３階以上は公共事業者や

NPOの事務所、地下には一時預かりの駐輪場、などを設けた複合施設といったような案が考

えられる。 

但し、そのようなイメージの施設が実現可能になるには、以下の課題がクリアされること

が前提になると思われる。 

ア 大きな空間スペースを設けると、店舗や事務所として使用できる面積が減少し、事

業としての採算確保が難しくなる可能性がある。 

イ 事業としての採算が得られるようにするために、土地の売却や賃貸に当たって、行

政の支援が必要になってくると思われる。 

ウ 事業所のテナントに関しては、公益性という性格を持たせるために、公共事業者や

NPOの入居が望ましいが、行政からの十分なサポートは得られるのか。 

エ 空間スペースが、事業者によってきちんと管理できる体制ができるか。 

つまりは、この土地に、地区の活性化の拠点になるような施設を導入しようとすると、行

政による十分なサポートが得られるかどうかが鍵になることに留意する必要がある。 

 

（５） バスセンター跡地の施設イメージ 

バスセンター跡地は、土地面積も広く、許容される容積率も大きいので、事業者にとって

の事業ニーズは広がり、石黒前市有地に比べ、選択肢も多くなると想定される。 

特に、マンション等の集合住宅に関しては、一定のニーズが予想されるが、公共の土地を

活用して地区の活性化を図るという目的から考えると、住宅専用施設に対する優先順位は低

くなる。 

それでは、若者を始め、多くの人々を呼び込み、地区の活性化につなげられるような施設

のイメージは描けるのかということになるが、議論の参考にすべく実施した企業アンケート

では、住宅に関しては、予想通りの反響が得られたものの、活性化施設に関しては、具体的

な用途や実現性までは明らかにならなかった。 

従って、今まで検討会議で出てきている様々なアイデアも、未だウィッシュ・リストの範

疇に止まっており、第５回の検討会議では、どのように議論を整理して、提言としてまとめ

るのか、ということが求められる。 

なお、バスセンター跡地には、第一地区と第三地区以南の回遊性を確保し、戸塚駅西口地

区の面的発展を図る上で、第一地区のデッキを第三地区へ延伸することが望まれるが、その

ためには行政の支援が不可欠になる点を付言しておきたい。 

 

 

【委員Ｇ】 

・ ①＋②（旧バスセンター及び横）については、家電販売店をメインとしての複合施設 

・ ③（暫定駐輪場）周辺環境とのバランスまた、3・3・19線、3・3・51線によって、駅からの動

線が悪くなってしまっている為、人の流れを第３地区にも集まるようなアミューズメント（映画

館、飲食店、物販（カジュアルショップ）、ファーストフード等）遊びをテーマとした施設をつく

る。 
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【委員Ｈ】 

想定イメージ 

（１）目 標  横浜市南部の観光・レジャーランド・リゾートとして、日本一または世界一を目指

そう 

 

（２）目 的  生活完結型住居文化圏構想（プラチナ社会を目指す）、レジャーランド、リゾートを

最大目的として観光都市を目指す。横浜市南部（戸塚区・栄区・泉区・港南区） 

 

（３）手 法  エリアマネジメント手法によるスマートシティを目指す 

 

（４）企画運営 民主体の公民連携、民民連携手法等により、企画段階から参画する。リゾートを目

的として、観光都市を目指す。 

 

（５）戸塚の特徴（横浜市南部の資本） 

・旧東海道の戸塚宿があった。よって歴史資産がある。 

・旧東海道が戸塚を縦断している。 

・東海道線が停まる。地下鉄の駅がある。 

・箱根駅伝が通る。 

・戸塚区内にお寺が約40寺院、神社が約33神社ある。 

・柏尾川が縦断している。 

・元戸塚区の泉区、栄区、瀬谷区から電車やバスで戸塚駅に出てくる。 

・旧バスセンター付近に内田本陣、澤辺本陣、問屋街があった宿の中心地である。 

・観光地 古都鎌倉（横浜市は鎌倉と連携して、世界遺産を平成25年の登録を考え

ている）に近い。 

・東京まで約30分で行ける。（電車） 

・山下公園等みなとみらい地区に直接電車で行ける。 

・スマートシティを考える。（エコなど環境にやさしい街） 

・エリアマネジメントを考える。駅周辺のマネジメント（経営） 

・バスセンター跡地は、戸塚の一等地であり、最大の価値あるものを計画する。 

 

（６）活用検討市有地等 

・旧バスセンター  約1,710㎡（518.18坪）、商業地域、容積率600%、 

建ぺい率80% 

・旧バスセンター横 約270㎡（81.81坪）、商業地域、容積率600%、 

    建ぺい率80% 

・暫定駐輪場    約860㎡（260.60坪）、近隣商業地域、容積率400%、 

建ぺい率80% 

・現戸塚区役所   約3,300㎡（約1,000坪）、容積率200%、 

      建ぺい率60% 

 

（７）活用提案 

ア 全体市有地の活用提案 

・戸塚駅西口第３地区の３つの市有地だけでなく、区役所跡地を含めたエリアマネジメント

スマートシティを考えるべきであり、会議を拡大して行っていただきたい。 

・今回で結論付けるのではなく、委員会の提案事項としていただき、拡大会議へのつなぎと

する。 

・今回での期間を延長して、上記市有地４つを一体で考える。 

  イ 個別市有地の活用提案 

（ア） 旧バスセンター（◆旧東海道 知る、発見、喜びの館）…観光とリゾート的 

＜民間企業に市民が参画する連携プロジェクト＞ 



12 
 

・交通アクセスがいい（東海道線が停まる） 

・旧東海道の宿場機能を持たせる 

・旧東海道（53次＋4次 東京から大阪）までの日本一の拠点を狙う 

・旧東海道の情報発信基地 

・簡易宿泊施設（素泊まり的）品川宿にあるゲストハウス的 

   風呂とか、土産物を扱わない。周辺の町に出て、買っていただく。 

   品川宿では稼働率も90パーセント台である。 

   外国人に大変喜ばれている。 

   東海道を歩いている方では、素泊まりで3,000円くらいなら利用するという人が多

くいた。（２年間600日くらい東海道沿線で接待をしていた人の話） 

・各宿場の物産を扱うアンテナショップ。各宿場の人に販売をしていただく。 

・戸塚在住の宿場のある県の人に販売をしていただく。 

・各宿場の街並みや生活（人）のジオラマ（模型）を展示する（交通アクセスがいい） 

 人情、創造が、夢、未来を拓く、駅伝のジオラマをつくる。 

 ジオラマ（民家、街並み、江戸、昭和、明治等時代ごとの） 

＜参考＞NHK「梅ちゃん先生」（ジオラマ作家 山本高樹氏） 

「昭和の家～絆」（創作人形作家 安部朱美氏） 

・コンピュータグラフィック 

・箱根駅伝を応援する。 

・観光バスが停まれる駐車場を設ける。 

・学校が休みの時（夏休み、春休み、冬休み）のとき、学校の応援をいただいて学生

が団体で歩いたりする。 

・東海道を歩いている人が非常に多くなっている。若い女性、男性、定年者、若い夫

婦が子供と歩いている（２年間600日くらい東海道沿線で接待をしていた人の話） 

・旅行会社がバスで連れて来て、旧東海道をある区間歩いて、またバスで連れて帰る。

（日帰り）クラブツーリズムなど 

 電車・旅館代を浮かせるため。 

・ドキュメンタリー映画の館 

 

（イ） 旧バスセンター横（◆歴史文化資料の館）…知、研究、文化財 

＜行政と市民との連携プロジェクト＞ 

・歴史（過去、現在）の資料館 

・歴史文化遺産を発掘と保存（ヘリテージ） 

…参照 ひょうごヘリテージ機構 

・戸塚の文化歴史資産を守る（震災に耐える） 

 

（ウ） 暫定駐輪場（◆交流と創造を育む館）…リゾート的 

＜行政、民間企業に市民が参画連携プロジェクト＞ 

４つの理念 ①学びの場 ②子育ての場 ③交流の場 ④情報発信の場 

（参考 長野県小布施図書館「まちとしょテラソ」 

 交流と創造を楽しむ文化拠点） 

観光施設ではなくリゾート的施設（子供からお年寄りまで）。 
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４ 市民意見募集結果 

 

（１） アンケート結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケート概要 

期間：平成24 年４月１日から５月７日まで 

アンケート回収数：２２０件 

（広報区版にて回答：１８９件 区ホームページにて回答：３１件） 

○現在の商店街を活かしたまち…(13) 

○独自の魅力を持ったまち…(10)  

○映画館を含む商業施設…(9)  

○戸塚の歴史を活かしたまち…(8)  

○福祉機能の充実したまち…(5)  

イ 戸塚駅西口第３地区（商業系地域）にはどのような用途・機能があると良いと思いますか。

【複数選択式】 

1 商業 

○小規模商店…(10) 

○ホームセンター…(5) 

○電機店…(5) 

○子供向け店舗…(4) 

○地元食品・商品販売所…(4) 

2 業務 

○オフィスビル…(1)  

3 サービス 

○映画館…(13) 

○商業を中心とした複合施設…(6) 

○保育所…(4) 

4 公益的施設 

○公園…(14) 

○市民活動拠点…(9) 

○警察署…(7) 

○駐輪場…(6) 

5 そのほか 

○イベントスペース…(4) 

○戸塚の歴史紹介施設…(4) 

ア 戸塚駅西口第３地区について、どのようなまちになってほしいですか。（代表的な意見） 

※ 複数選択可のため、回答数の合計は 
アンケートの回収数とは⼀致しません。 

1 商業

99

2 業務

11

3 サービス

72

4 公益的施設

87

5 そのほか

32

記載なし

29

(      )

(      )(      )

(      )

(      )

(      )

＜代表的な意見＞ 
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（２） アンケートに寄せられた意見一覧 

 

テーマ 

分類 
まちのテーマ 具体案 

  
戸塚駅西口第３地区にどのよう

なまちになってほしいか 
西口第３地区に足りない用途・機能 

地域の 
魅力 
づくり 

戸塚らしさを感じられるまち 

地元名産品・特産品販売所 

産直野菜を使ったレストラン 

昭和の雰囲気を感じられる商店 

道の駅 

地元商店 

桜並木 

宿場町だった歴史を感じられるま
ち 

「東武ワールドスクエア」、「日光江戸村」のような施設 

戸塚宿や戸塚の歴史、名所・名跡案内 

電線の地中化 

「時の鐘」、「火の見やぐら」のようなシンボル性のある施設 

「町おこしプロジェクト」の拠点 

平成の「戸塚宿」＝新しい伝統を作る場 

宿場町風商店街 

戸塚宿歴史館 

独自の魅力をもったまち 

個人店 

他にはないブランドショップ 

ショッピングモール 

建物高、色調の調和した商店街 

昔ながらの商店街 

緑豊かなまち 
公園 

柏尾川の景観を取り入れた公園 

区民が交流できる場所がある 

イベントスペース 

市民活動支援施設 

ボランティア団体紹介所 

多世代交流スペース 

緊急時避難場所にもなる市民施設 

広場 

パーティールーム 

子供と高齢者の交流施設 

利便性 日常必要なものが駅近にあるまち

子供向けのお店 

ホームセンター 

銀行 

郵便局 

病院 

スポーツセンター 

電器店 

園芸品店 

警察署 

税務署 

登記所 

法務局 

パスポートセンター 

駐輪場 

駐車場 

図書館 

ハローワーク 
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テーマ 

分類 
まちのテーマ 具体案 

  
戸塚駅西口第３地区にどのよう

なまちになってほしいか 
西口第３地区に足りない用途・機能 

楽しめる 

土日も楽しめるまち 

映画館 

ボウリング場 

劇場 

寄席 

博物館 

ダンスホール 

美術館 

水族館 

楽しく買い物ができるまち 

カフェ 

雑貨店 

もっと大きな農協の直売所 

地場野菜、魚の直売所 

活気ある商店街 

デパート 

ショッピングモール 

アウトレットモール 

百貨店 

若者向けファッション店 

アーケード 

みんなに
やさしい 

障害者にやさしいまち 

作業所製作品販売所 

送迎サービス 

障害者用駐車場 

障害者福祉保健支援施設 

子育てのしやすいまち 

保育所 

遊び場 

給食センター 

学童保育 

高齢者にやさしいまち 
送迎サービス 

福祉保健活動拠点 

その他   

企業誘致 

サクラス、トツカーナ、第三地区をつなぐ地下街 

災害対応型ビル 

備蓄庫 

外周道路の代替地 

区が運営するインターネットカフェ 

タクシー待機所 

カーシェアリング 

本格インド料理屋 

柏尾川付近にJR改札口 

展示ギャラリー 

コンシェルジュ（地域の案内サービス） 

役所機能の土日解放 
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５ 第３地区内関係者意見募集等結果 

 

（１） 第３地区内関係者意見募集結果 

■意見回収数：３件 

ア 戸塚駅西口第３地区を親しみと賑わいのある界隈を創出するためにはどのようなイ

メージのまちになるとよいか 

どのようなイメージのまち 理由 

住みやすいまち 

便利なまち 

電球１つ買うにも困るような駅前だから 

再開発する前よりも不便になっているから 

 
イ 検討対象の３か所の市有地について、導入したい機能や施設 

市有地 導入したい施設 理由 

旧バスセンター 

 

商業施設（映画

館・テナント・

スハ ・゚衣類等物

販・飲食施設な

ど） 

家電量販店 集客率向上のため。戸塚で用事が

済むようにしてほしい。 

近くにない 

人が集まる 

旧バスセンター横 

 

公園・広場 

暫定駐輪場 温浴施設 

映画館 

夜中まで施設オープン 

多種多様な人が集まる 

 

（２） 横浜市戸塚駅西口第３地区市有地活用検討会議設立までに寄せられた活用案 

どのようなイメージのまち 

 

・高齢者の住みやすいまち 

・若者が楽しく遊べるまち 

・人に（動物にも）やさしい、温かみのあるまち 

 

市有地 導入したい施設 

旧バスセンター 公園のような

広場 

公園 

旧バスセンター横 保育所、高齢者のグループホーム 

暫定駐輪場 小さな店の集まった市場、病院 

  

  その他 

  ・駐輪場を代替地にしてはいけない 

  ・営業規制がかかる用途に配慮すべき 
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（３） 戸塚駅西口第三地区の市有地活用地域活性化策の提案（戸塚駅西口第３地区まちづ

くりの会）提案概要 

 

ア  戸塚駅西口（第三地区）に必要な機能と不足している機能 

平成16年以来、第3地区のまちづくりについて検討してきた。そこで検討された種々の情

報をもとに、当地区に必要な機能や不足している機能を抽出します。 

纏めるために参考にした資料は 

① 戸塚駅西口第3地区まちづくり構想の報告書(添付資料参照)：平成17から18年に

実施した内閣府の全国都市再生モデル調査の対象に選定されて実施した研究調査 

② 平成21年に実施した協議会の検討会の中で、コンサルタントと一緒にまとめた本地

域に望まれる導入機能調査資料。 

③ 平成20年に明治学院の学生が実施したイマジン100のアンケートの「30年後の戸

塚に必要な施設」 

抽出した各種機能をもとに、充足機能、必要性、事業の可能性等についても評価しました。

結果は、下表の、戸塚駅西口（第三地区）に必要な機能と不足している機能に示します。 

そして、前記の活性化因子を具体的な施設にブレークダウンし、地域の実態と合わせてみ

ます。そして、現状の充足状況と必要性等についてまとめました。 

 

表 戸塚駅西口（第三地区）に必要な機能と不足している機能 

※事業性は、行政機能については評価対象としていない。 

活 
性 
化 因 
  子 

構成機能 具体的機能 充
足
機
能

必
要
性

事
業
性

備考 

1 必
然
性
・ 
利
便
性 

一般公共施
設 

区役所・センター ● － 新区役所で完備 
税務署 ● － 東口に

法務局 ● △ 遠い、老朽化 
ハローワーク ● △ 遠い、老朽化 
郵便局 ● －

金融機関 ● － 民間で十分 
下水道局 ● －

交通機能充
実 

JR、地下鉄、バス ● － 完備

駐車場・駐輪場 ▲ △ 一時預かりの駐輪場不足、
違法駐輪が多い 
民間を圧迫しない手法で 

教育機能 小、中、高、大学、 ● －

予備校・塾・各種学校 ● － 民間で完備 
医療 総合病院機能 ▲ ○ ○ 高度医療不足、 

入院ベッドの喪失リスクが高い 
クリニック ● － 民間で完備 
救急医療 ▲ ○ ○ 小児救急、休日診療の充実が必要

産科・小児科 ▲ ○ ○ 減少傾向にある、対策を 
保健所 ● － 新区役所で完備 
薬局 ● － ○ 西口では充実している 

2 遊
ぶ
・
楽
し
む 

総合文化芸
術 

劇場、ホール ● － 新区役所、戸塚公会堂で十分か
大規模ホールは不足 

総合図書館 ● △ 現在の規模で足りているか
フーラムとの統合は 

歴史館、博物館、美術館、 － △ 導入機能の選択と戦略、 
面積、目標レベル、等が課題 

ギャラリー、展示会場 ● 新区役所、戸塚センターで十分か

会議室・多目的小ホール ▲ △ 新区役所、戸塚センターで十分か
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カルチャー機能 ▲ ○ △ 民間経営で成り立つか 
娯楽施設 ミニシアター、シネコン － ○ △ 民間経営で成り立つか？ 

アミューズメント施設 － ○ △ 既存事業を圧迫しないか 
ミニスポーツ施設 ▲ ○ △ 同上、ゴルフ、スタジオなど、民間圧迫

しない手法で、面積が課題 
スタジオ ○ △ 貸音楽スタジオ等、物価ホールの位置付

け 
都市型温泉 － ○ △ 面積、戦略の構築 

憩いの空間 広場・公園 － △ 維持管理機構ができなければ不可

交流広場・スペース － ○ △ 公共施設内 
3 安

全
安
心 

防犯・防災機
能 

消防署 ● －

警察署・交番 ● △ 移転意向あるか 
防犯防災ステーション － △ 具体的な機能、構想 

街の雰囲気 事業規制 ● － 地区計画で排除 
環境対策 － △ △ 今後の課題、規律規制 

生活安全 生活相談室 ○

消費生活センター ○

4 社
会
の
流
れ
へ
の
対
応 

少子化対応 
 

保育所・幼稚園 ▲ △ ○ 十分とは言えない、幼保一体化の動向

託児所（一時預かりも） ▲ ○ ○ 更なる増強を 
子育て支援センター － ○ 母親学級、育児支援、 

具体的な構想の機構を 
女性の自立支援 ● － フォーラムとの差別化は可能か

子供館 － ○ 必要性、規模、機能選択の評価

高齢化対応 生涯学習センター ● △ 現在は区役所に併設、今後は

高齢者福祉センター － ○ 内容を詰める必要がある 
シルバー人材センター － ○ 人材発掘、人材派遣、育成機能

高齢者住宅 － ○ ○ 公営のみならず、民営も可

－ ○ ○ 有料老人ホーム、グループホーム

リハビリセンター － ○ ○ 医療機能との連携を 
介護施設・デーサービス － ○ ○

IT産業対応 テレワーク環境整備 － ○ 地元企業との連携可能か、場所の提供

マルチメディア機能整備 － ○ ユビキタス、育成機能を、
地域企業との連携 
※事業性は、行政機能については評価対
象としていない。 

福祉向上対
応 

ケアープラザ ▲ ○ 現在は、立地が偏りすぎている

環境・エネル
ギー対応 

エネルギー・環境館 － ○ △ PR、実証館、スマートグリッド、

緑化 － ○ 屋上緑化、壁面緑化、周辺にも

再生可能エネルギー確保 － ○ △ 各種発電機、コジェネシステム

地球温暖化対策施設 － ○ △ ミスト噴霧、緑化等具体案策定
ごみ削減対策（リサイクル） 

飲料水の確保 － ○ △ 雨水、井戸水、柏尾川水の利用

国際化 国際交流センター － ○ 如何なる機構にするかの検討必須
外国人就労者、留学生、研修生対応 
コミュニティ連携、大学連携 

ワールドレストラン ○ 戦略次第、 
5 地

域
振
興 

産業支援 戸塚ブランド・ショップ ○ △ 地産地消支援、戸塚ブランド品販売

アンテナショップ ○ △ 組織、運営の課題、レンタルBox
地元企業ショールーム ○ △ 日立、ブリジストン他 
ものづくり館 ○ △ ものづくり工房、スタジオ

起業家支援 起業家支援センター ○
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大学との連
携 

市民講座 － ○ △ 明治学院、横浜薬科、慶応

サテライトキャンパス － ○ △ 大学連携 
観光施設  － － － 柏尾川だけでは不十分 

売り物を作る：文化芸術との連携 
6 商

業
施
設 

物販店 電気店 ○ ○ 駅周辺に販売店なし 
DIY・ホーム
センター 

 ○ ○ 駅周辺に販売店なし 

商店街総合
戦略 

モール化、アーケード化 － － － 道路整備と連携 

 

イ まちづくりのコンセプト案 

（ア） 選択、分類手順 
まちの構成は活性化に必須の地域活性化の因子をもとに組み立てます。 
先に抽出した戸塚駅西口（第三地区）に必要な機能と不足している機能を、先にま

とめた地域活性化の因子別に割り付けて、コンセプトを纏めます。 
即ち、導入したい機能を整理して代表的な構成要素も加えて下記の表にまとめた。表よ

り、選択した機能の下に、コンセプトを分類すると、文化芸術、娯楽機能、少子化、高齢
化、産業活性化、交流系等の6ケースになる。 
ただ、構成要素はあくまでも基本的な例であり、詳細な例についてはコンセプト決

定後に検討します。 

（イ） コンセプトの構成、 

子育て支援館、高齢者支援館(シルバー館)、遊びの館、地域支援・未来館、文化芸
術館、人と街の交流館、等の6ケースに絞られた。 
★ 子育て支援館は少子高齢化の社会の流れからして、当然必要な機能と考える。
子育て支援館は、例えば、託児所や保育園、母親支援が中心になる。 

★ 高齢者支援館は、高齢化社会に対応する高齢者住宅、介護施設、生涯教育機能
を備えたシルバー館のようなものだ。 

★ 遊びの館は、戸塚には大きな娯楽機能が少なく要求度も高い。構成はシネコン、
スポーツ施設、アミューズメント等が考えられ集客力を高めることに効果ある機
能であると考える。 

★ 地域支援・未来館は、地域の名産や地産地消を推進するための地域事業者を支
援しようとするものです。最近では、全国的に多くの地域で、地域の活性化に向
け、展開されている新たな商品や新商品を生み出すための機能です。しかし、現
状では、戸塚には、ほとんどない。 
アンテナショップや道の駅、レンタルボックス等をおき、地域産業の下支えに

役立てる。 
★ 文化芸術 戸塚には文化芸術的な機能は少ない、外部の要望が強い。 

分野は、音楽、絵画、演劇、写真、・・・等分野は極めて広い。公演用の会場は
公会堂があり、新区役所にも新たに創られ、更に創る意味はない。従って、歴史
館、美術館、文学館、博物館といった、独立的な機能一体のでしょう。 

★ 交流系は人と街の交流空間を作ろうとするものです。コミュニティー支援や、国際
交流を支援することを目的とする。 
人と街の交流館は、地域のコミュニティーを育成しようとするもので、ボラン

ティア組織を巻き込み、人が集まって食事したり、情報交換できる場を提供しよ
うするもです。そのため、国際化対応を組み入れることも可能でしょう。 
グローバル化の社会に対応する国際化対応を目的の交流の場を作ったり国際レ

ストラン等で地域との交流を推進しようとするものです。 
★ ただ、医療機能については必須の機能と考えられるが、コンセプトを纏める際
には、第3地区から外した。 

理由は、この地区の医療機能は、基本的に区役所跡地にとの考えの下で進めている
ので、第3地区から外した。即ち、既に、まちづくりの会だけでなく、第2連合町内
会からも要望書を提出されている。医療機能以外の安全安心の部分である消防、警察
と言った行政機能である程度整っている。従って、医療機能が確保できれば、かなり
整っているので、今回のコンセプトの中から削除する。 
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ウ まちづくりの会の意見集約のまとめ（アンケート結果） 
平成16年以来のまちづくりの会の活動結果を基に、当地区に必要な機能を抽出し、 ま

た、如何なるまちにするかのコンセプトを検討してきました。これまで検討してきた、「必要
と思われる機能」と「まちのコンセプト案」をもとに、会員の意見をアンケートで集約し、
結果を次に示します。 
アンケートの回答者数は27件で、回収率は60％です。 

 
（ア） 会員の考える必要機能 

会員が必要と考える機能の評価を集約し、要求度の高いものを以下の表に示します。
表では○印が８件（8／26＝0.31）以上となった部分を抽出しました。表より、特徴
は、次のように考えられます。 

① 必要性の高い機能の順位は 医療機能、少子化対策、商業系、公共施設、交
通機能、・・・です。 

② 要求度の最も高い機能の第1位は総合医療機能です。 
共立病院の建て替えに伴う共立の移転問題を放置すると、この地区の病床を

失うことになりかねず、医療の空洞化を起こすという危機感によるものです。 
ただ、医療機能は面積的問題、地区計画条件、風営法対応、活用度等の観点

から、西口の中心部に置くよりも区役所跡地の方が好ましいと考えます。 
③ 第 2 位は商業系であり、商業地区としては当然と考えます。この地域は地区
計画による開発が平成21年に決まっています。それ故、この地区計画に沿った
開発が必須です。 
少なくとも旭町通りや国道に面した部分の一階は商業施設に、また、事業規

制も守って、開発案を作成すべきです。しかも、商業系を導入するときに第 3
地区の特徴を出すためには第1地区にない事業、又は影響度のできるだけ少な
い事業を選定することが好ましい。 
それ故、電気系、ホームセンターが候補になると思います。 

④ 第 3 位は子育て支援機能で、社会の流れから見ても、少子高齢化対策として
重要です。 

⑤ 第 4 位は、法務局、ハローワーク等の公共施設を導入してほしいとの意見で
す。公共用地であるため、基本的には公共施設を誘導したいとの考えです。ま
た、公共施設の複合化は、必然性の高い機能であり、活性化に有効と考えます。
ただ、行政の調査では、具体的に入りたいとの意向がないと聞いているが、行
政はもっと積極的に誘導する努力をしてほしい。 

⑥ 第 5 位は駐車場、駐輪場といった交通機能の充実です。現状でも違法駐輪が
多く、問題となっているだけでなく、原発事故を契機にエネルギー削減の観点
から自転車社会の到来が想定されます。 
ヨーロッパもこの傾向にあり、駐輪場の必要性は確実に増大すると考えられ、

少なくとも一か所につくるべきでしょう。 
⑦ その他の機能では、警察・交番機能、娯楽機能、生涯学習センター機能が要
望されている。 
警察については現段階では移転の意向はない。交番機能については、地元町

内会からの要望もあり、駅前交番の利便性向上を含め、西口全体での検討が必
要です。 
娯楽機能の多目的ホール等は区役所に新たに創られるので、かなり充足する

と思われる。 
総合的には娯楽機能の要望が強い割には、シネコンと言った具体的なものが

出されていない。成功の可能性や具体性に対する疑問によるものと考えます。
それ故、具体的な事業性の評価が必要だ。 
公園や広場は商業地域の中につくることによる違法駐輪や、ホームレスと言

った新たな課題に対する対策を立てておかねばならないでしょう。管理上の負
担が地元にもかかってくるので、行政だよりの地域では覚悟が必要でしょう 

⑧ 総合な感想 
地域ブランド育成、新事業育成、コミュニティー育成機能といった先進的な

施設に対する要望が少ない。 
地域だけに要望を聞いても、総合的な街に対する先進的な施設導入の要望は

現れてこない。 
それ故、戸塚らしさをどう出すか、今後のアイデアの構築が望まれます。 
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表 「必要と思われる機能」 
 イメージ 機能 具体的機能 ○ × 備考 
1 必然性・利便性 一般公共施設 法務局 12 4 移転を推進(行政)

ハローワーク 8 5 
交通機能 駐車場・駐輪場 11 4 公共施設として確保

医療 総合病院機能 18 2 区役所後地に 
救急医療 13 3 

2 遊ぶ・楽しむ 総合文化芸術 会議室・多目的小ホール 9 7 新区役所で十分か

憩いの空間 広場・公園 8 9  
3 安全・安心 防犯・防災機能 警察署・交番 9 6 
4 社会の流れ 

への対応 
少子化対応 保育所・幼稚園 15 1 子育て支援機能

託児所（一時預かりも） 14 1 
子育て支援センター 8 2 

高齢化対応 生涯学習センター 9 6  
高齢者福祉センター 8 5 
シルバー人材センター 8 5 

5 地域振興 大学との連携 サテライト教室・市民講座 8 3 
6 商業系 物販店 電気店 15 2 商業施設の充実には効

果 DIY・ホームセンター 15 3 

 

（イ） 街のコンセプト  
「イ まちづくりのコンセプト案」でまとめた、目標のコンセプトのどれを選択を

するか、2個の選択法でアンケートを取り、結果を次にまとめます。 
① まちのコンセプトのアンケート結果の上位は、１位が「遊びの館」、２位が「子
育て支援」であり、このコンセプトに従って開発案を構築する。 
もし、何れかの方法で、事業的に困難になった場合は、３位の「人と街の交

流空間（小規模施設）」のコンセプトに変えて検討する。 
② 第1位の遊びの館は、51％の人が選択しています。成功すれば集客効果は多
大と想定されるので要望が高いと考える。ただ、必要機能の選択の所では、遊
びの館に対応する具体的な機能の例が少なく、連携性が低いのが特徴です。 
理由は、シネコンも、運動施設もある程度の規模が必要であり、今回の対象

地では可能性が疑問だ 
土地柄から、外部から呼び込めるか 

長期安定性が確保する総合戦略が構築できるか 
遊びの館の場合は、運営主体が民間となるので、具体的な引き受け手がある       

か等の、事業の実現性を心配した結果でしょう。 
活用効果を出すには、1Fの商業系、飲食、オープンスペース、等を加えた総

合戦略の構築が必須だ。 
③ 子育て支援館は37％の選択率で、社会の要求が高いので必要な機能でしょう。 

託児所や育児相談だけでなく、母親支援、職業訓練、コミュニティー連携、
子供科学館的要素等の施設を加えた､公共的な総合館にできればよい。 

④ 人と街の交流空間は小型で、実現性が高いが、土地の有効活用を考えれば暫
定駐輪場跡地しかない。 
しかし、地区計画に従って 1F を商業施設にすると、2F 以上に交流部分を設

置することになる。そのためには、来街者を増やす対応が必須になる。むしろ、
遊びの館、子育て支援の中に取り入れ、多機能化する方法で、集客力を高める
べきでしょう。 

⑤ シルバー館は高齢化対策として効果ある。ただ、来街者を増やす効果は、あ
まり期待できないと考えている。高齢者住宅を作るとすれば、バスセンター跡
地の高層部にするしかないが、事業の収益性は高いので、確実性がたかい。 

⑥ 地域支援・未来館は国際化や地域産業の支援に貢献できると考えるが、具体
的なアイデアが見えないため、要求度が低かったものと想定される。 

⑦ 文化芸術、地域支援・未来館と言ったコンセプトは、意外に要望が少なかっ
た。文化芸術館と言った新しい分野は、戸塚には少ないにもかかわらず、要望
が少ない。 
機能のコンセンサスが得られない段階では難しく、これを地元だけの考え 

では、成り立たない。 
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戸塚の文化芸術の方向性やレベルをどう構築するかを、組織的・戦略的に構
築する活動が必要だ。文化芸術館と言った新しい分野については要望が少ない。
機能のコンセンサスが得られない段階では難しい。 

⑨ 戸塚らしさ、戸塚ならではのコンセプトをどのように構築するか、総合戦略が
必要だ。 
単なる「遊びの館」、「子育て支援」だけでは、一般的なものになり易い。戸塚

らしさ、戸塚ならではの施設にするには、商業系との連携、地形の活用、公共的
な機能を組み込んだ総合戦略が必要だ。 
新たな機能地域支援、国際化対応と言った未来館的な機能は取り入れられない

か 
 

表. 開発コンセプト 
 目標 備考 選択
1 子育て支援館 ＊託児所、保育所等：少子化対策に効果あり 

＊育児支援、母親支援も 
＊近隣との連携を 
＊子供科学館の集客力は高いが規模が問題 

⑩ 

2 シルバー館 ＊高齢化社会の課題解決に効果
＊事業の収支は取り易い 
＊集客力に課題 

6 

3 遊びの館 ＊総合的な娯楽の館に：アミューズメントも 
＊シネコンは成功すれば集客力は高い：民間主体か 
＊運動施設、憩いの場等も取り入れ可能 
＊若い人を集められる 
＊1Ｆの商業系は戦略が立て易い 

⑭ 

4 地域支援・未来館 ＊戸塚ブランドの構築に貢献
＊地域産業の支援に貢献 
＊国際化に貢献 

2 

5 文化芸術館 ＊地域の文化芸術のレベルアップに貢献
＊規模的どう特徴を出すか 

4 

6 人と街の交流空間（小規模施設） ＊小規模で実現しやすい
＊地域の交流拠点に 
＊シニア、外国人、若者の活動拠点に 
＊オープンスペースを確保 

⑨ 
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先
 

○
保

育
園

等
の

児
童

福
祉

施
設

は
、

風
営

法
の

保
護

対
象

 
施

設
で

、
周

辺
の

関
係

者
の

合
意

形
成

が
必

要
。

 
○

こ
ど

も
科

学
館

機
能

に
は

面
積

が
不

十
分

か
 

○
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

の
連

携
が

取
れ

る
か

 
○

既
存

事
業

と
の

連
携

や
分

担
に

つ
い

て
合

意
を

と
る

 
○

屋
上

の
規

模
は

小
さ

く
、

限
界

が
あ

る
 

全全
階階
  
総総

合合
病病
院院
（（
民民
間間
施施
設設

））
  

○
地

域
住

民
の

安
心

安
全

の
確

保
 

医
師

不
足

そ
の

他
の

課
題

の
改

善
に

寄
与

す
る

 
総

合
病

院
を

導
入

す
る

 
○

複
数

の
診

療
科

と
入

院
病

床
を

確
保

す
る

 
○

大
災

害
対

応
の

機
能

も
充

実
 

 
 

将
来

の
３

大
地

震
、

テ
ロ

、
他

へ
の

対
応

 
○

休
日

急
進

・
救

急
医

療
も

、
 

○
地

域
の

活
性

化
に

貢
献

 
○

長
期

安
定

性
が

あ
る

 

○
一

般
的

な
総

合
病

院
の

計
画

を
鑑

み
る

と
、

本
計

画
地

の
規

模
や

建
築

規
制

で
は

必
要

な
延

床
面

積
を

十
分

に
確

保
で

き
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

：法
規

制
の

緩
和

を
 

○
建

て
替

え
問

題
を

放
置

し
た

ら
、

医
療

機
能

充
実

ど
こ

ろ
か

、
西

口
地

区
の

入
院

病
床

を
は

じ
め

と
す

る
医

療
機

能
が

失
わ

れ
る

。
 

○
条

件
付

け
売

却
、

定
期

借
地

 

（
関

連
計

画
：
横

浜
保

健
医

療
プ

ラ
ン

、
健

康
横

浜
21

、
等

） 

５５
階階
～～
屋屋
上上
／／

オオ
ーー
ププ

ンン
スス

ペペ
ーー
スス

・・
緑緑
化化
環環
境境

施施
設設

（（
公公
共共

施施
設設

））
  

○
エ

コ
セ

ン
タ

ー
：
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

製
造

 
○

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

適
用

・
充

電
サ

ー
ビ

ス
 

○
屋

上
を

緑
化

し
て

環
境

に
配

慮
す

る
と

と
も

に
、

地
域

住
民

の
憩

い
の

場
と

な
る

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

と
し

て
有

効
活

用
。

 

屋屋
上上
／／

オオ
ーー

ププ
ンン

スス
ペペ
ーー
スス

・・
緑緑
化化
環環
境境
施施
設設
（（

公公
共共
施施
設設
））

  

地地
下下
／／
駐駐
輪輪
場場
（（
公公

共共
施施
設設
））
  

具
体

的
な

目
標

例
 

1
.入

院
病

床
の

確
保

 

2
.入

院
機

能
の

充
実

：
設

備
、

環
境

、
 

3
.医

療
機

能
の

充
実

 

○
産

科
・
婦

人
科

の
増

強
 

○
高

齢
者

医
療

の
充

実
：
循

環
系

、
脳

外
科

 

○
高

度
医

療
技

術
の

充
実

 

○
戸

塚
の

ま
ち

を
、

“
自

転
車

で
気

軽
に

行
け

る
ま

ち
”
へ

 
○

違
法

駐
輪

を
防

止
す

る
た

め
に

時
間

貸
の

駐
輪

場
を

設
置

 
○

駐
輪

場
を

充
実

、
自

転
車

利
用

を
促

進
、

C
O

2
削

減
に

寄
与

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
隣

接
地

と
一

体
化

） 
○

民
間

主
体

の
経

営
と

な
ら

ざ
る

を
得

な
い

か
 

○
シ

ネ
コ

ン
は

面
積

的
に

可
能

か
、

 
○

確
か

な
運

営
組

織
を

構
築

で
き

る
か

／
長

期
安

定
経

営
の

戦
略

を
 

○
総

合
的

な
遊

び
の

館
を

構
築

で
き

る
か

 
○

1
Ｆ

の
商

業
施

設
の

戦
略

は
 

電
気

系
以

外
の

戦
略

は
構

築
可

能
か

 
○

建
物

高
さ

と
事

業
性

の
評

価
 


